












様式９ 役員名簿 2019 年６月 24 日改訂版

フリガナ

氏名

〈就任年月日〉

コウボ タロウ

公募 太郎

2019年1月11日

アオヤギ ミツアキ

青柳 光昌

2017年3月17日

クドウ ナナコ

工藤 七子

2017年3月17日

オオノ シュウイチ

大野 修一

2017年3月17日

オカモト タクヤ

岡本 拓也

2018年12月19日

イガラシ ユミコ

五十嵐 裕美子

2017年3月17日
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※役員名簿の枠が足りない場合は、適宜追加してください。

代表理事

※備考欄には、他の団体等との兼職関係（兼職先名称、兼職先での役割等）、申請団体における役員としての、今回申請する事業の実施に影響すると考えられる情

報を記載ください。
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包括連携協定書 

 

 

一般財団法人社会変革推進機構（以下「甲」という。）と一般財団法人社会的投資推進財団            

（以下「乙」という。）は、次のとおり包括連携協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

第1条 （目的） 

本協定は、甲及び乙が現在実施している各種プロジェクトについて、緊密な相互連携と協働によ

る活動を推進することで、自律的・持続的な社会課題解決と新たな価値創造が起こる社会の実現

に寄与することを目的とする。 

 

第2条 （連携事項） 

甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携協力するものとする。 

(1) 社会的インパクト投資に関する調査研究、人材育成及び普及活動 

➢ GSG（The Global Steering Group for Impact Investment）国内諮問委員会運営事務

局の運営に関する事項 

➢ 社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブ（SIMI）共同事務局の運営に関する事項 

(2) 社会的事業に対する出資・融資・保証等の新たな資金提供手法の開発及び実践 

➢ ソーシャル・インパクト・ボンドの案件組成・管理・環境整備に関する事項 

(3) その他、本協定の目的を達成するために必要な事項 

 

第3条 （連携協議） 

甲及び乙は、本協定による連携及び協力の円滑な推進を図るため、定期的に協議を行うものとす

る。 

 

第4条 （秘密情報の定義） 

1. 本協定において「秘密情報」とは、本協定の履行（以下、「本件」という。）にあたり、甲及び乙が相

互に開示した事業上、技術上の情報及び個人情報等を含み、口頭・書面等・機密の指定の有無

を問わず開示した一切の情報をいう。 

2. ただし前項に定められた秘密情報のうち次の各号のいずれかに該当する場合には、「秘密情報」

とみなされないものとする。 

(1) 甲乙間で開示された際、既に公知であったも。のまたは開示された後に公知となったもの（本

協定の違反の結果として公知となった場合を除く） 

(2) 甲乙間で開示された際、相手方が既に保有していたもの 

(3) 甲乙間で開示された後に、相手方が第三者から秘密保持義務を負うことなく入手したもの 

 

第5条 （秘密情報の利用目的及び取扱方法） 

甲及び乙は、相手方より開示された秘密情報を本件に必要な検討、分析の目的でのみ利用する

ものとし、それ以外の目的のために利用しないこととする。 

 

第6条 （秘密保持義務） 

1. 甲及び乙は、本件につき検討または交渉されている事実及びその内容につき、第三者に開示、

漏洩してはならないものとする。 

2. 甲及び乙は、相手方からの事前の書面による承諾なく、開示を受けた秘密情報を第三者に開示、

または漏洩してはならないものとする。 



2 

 

3. 甲及び乙は、秘密情報の開示については、社内においても前条の目的遂行上合理的に必要とな

る役員、職員（関連団体を含む）または弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士などの専門

家にのみ限定するものとする。 

4. 甲及び乙は、秘密情報の管理、保管にあたっては、善良なる管理者の注意義務をもって厳重に

管理するものとし、仮にも秘密情報が第三者に漏洩することのないよう細心の注意を払うものとす

る。 

5. 甲及び乙は法令、規制もしくは規制機関の規則により開示が必要な場合、または規制機関により

開示が要求された場合には秘密情報を開示することができる。 

 

第7条 （秘密情報の返還） 

1． 甲及び乙は、相手方より秘密情報の返還の請求があったときには、直ちに受領している秘密情報

を返還しなければならないものとする。 

2． 前項の請求があった場合、秘密情報について複製もしくは資料作成を行っている場合には、その

複製物及び作成資料の一切も同時に返還しなければならないものとし、複製物及び作成資料を

留保してはならないものとする。ただし、相手方がその返還にかえて、秘密情報及びその複製物

もしくは作成資料の全部または一部について、その破棄を求めたときは、甲または乙は責任をも

って破棄するものとする。 

 

第8条 （漏洩等が発生した場合の措置） 

甲及び乙は、秘密情報に対する不正アクセスまたは秘密情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩、

盗難等の事故（以下「漏洩事故」という。）を発生させた場合（発生させる合理的な虞が

ある場合を含む。）、直ちに相手方にその旨を報告し、且つ直ちに必要な調査を行い、調査

結果を随時相手方に報告しなければならない。 

 

第9条 （損害賠償） 

1． 甲または乙は、本協定に定める秘密情報の取り扱いに関し、相手方の責に帰すべき事由により損

害を被った場合は、それが直接の原因で現実に発生した通常損害に限り、相手方に対して損害

賠償請求をすることができる。 

2． 前項の損害賠償請求権は、損害の発生の日から１年以内に行使しなければ消滅するものとする。 

 

第10条 （有効期間） 

本協定の有効期間は、本協定締結の日より１年間とする。ただし、甲乙協議のうえ、上記期間を

延長することができるものとする。なお、本協定に定める秘密保持義務は本協定終了後も有効に

存続するものとする。 

 

第11条 （本協定の見直し） 

甲及び乙のいずれかから、本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議のうえ、必要な

変更を行うものとする。 

 

第12条 （疑義等の処理） 

甲及び乙は、本協定に記載のない事項、または本協定に基づく義務の遂行にあたり疑義を生じた

事項については、誠意をもって協議し、円満解決にあたるものとする。 

 

第13条 （管轄裁判所） 

本協定に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管
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轄裁判所とする。 

 

以上 

 

 本協定締結の証として、本書 2通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各１通を保管する。 

 

2019年 5月 23日 

 

 

甲 東京都千代田区二番町 9番 3号 

一般財団法人社会変革推進機構 

理 事 長  坂 東  眞 理 子 

 

 

乙 東京都港区赤坂 1丁目 2番 2号 

一般財団法人社会的投資推進財団 

代 表 理 事  青 柳  光 昌 

 

 

      




